
災 害 情 報 第５号 平成２３年３月２８日 

国見町災害対策本部（現在、本部は観月台文化センターに設置しています。）

電話番号 ０２４－５８５－５５２０または２６７６ 

 

■復旧しました役場直通電話 

 観月台文化センターホ

ールに移動した役場の各

課直通の電話番号が復旧

しました。従来通りの電

話番号となります。 

 

 

 

 

 

■農家の皆さんへ（お願い）  

 福島県では放射性物質による土壌汚染や営農の影響について検討を進めています。農家の

皆さんには予定している農作業を可能な限り延期し、しばらく様子をみていただくようお願

いします。特に耕うん作業については、放射性物質が表層にとどまっている可能性があると

思われることから、これ以上拡散させないため、当面耕うんを行わないでください。なお、

今後土壌の放射能濃度の分析を実施する予定で、随時情報を提供していきます。 

 また、実施した生産に関する記録については、記帳しておいてください。 

  

各課直通電話番号 

総務課 
 庶務係   585-2111（代表） 
 財政係   585-2114 
会計室 
 出納係   585-2700 
税務課 
 課税係   585-2778 
 収納係   585-2779 
住民生活課 
 戸籍係   585-2115 
 住民防災係 585-2116 
保健福祉課 
 保健係   585-2783 
 国保係   585-2785 
 社会福祉係 585-2793 
 長寿介護係 585-2125 
 地域包括支援センター 585-2702 
 

企画情報課 
 企画情報係 585-2927 
 国土調査係 585-2967 
建設課 
 建設係   585-2971 
 管理係   585-2972 
産業振興課 
 産業振興係 585-2986 
農業委員会  585-2890 
上下水道課 
 水道係   585-2997 
 下水道係  585-2984 
学校教育課 
 学校教育係 585-2892 
幼児教育課 
 幼児教育係 585-2119 
生涯学習課  585-2676 
議会事務局  585-3295 

環 境 放 射 能 

●国見町で観測された 
放射線量 
３月２７日１４時４８分現在

１．４３マイクロシーベルト

人体に影響を及ぼすものであり

ません。 

●水道水に含まれる 
放射性ヨウ素 

 ３月２７日の測定結果 

 １５ベクレル／ｋｇ 

採取場所 

福島県原子力センター福島支所 

（国見町と同じ摺上浄水場の水）

安全が確認されました。 

ホール内事務室
の様子 

生  活  情  報 

●道路関係 
現在、町内において通行でき

ない道路は、次のとおりです。

 ・神明橋（森山） 

  ※補修工事をします。 

 ・築舘橋（西大枝） 

徳江大橋は開通しました。 

※その他の箇所は、通行できる

ようになりましたが、仮復旧で

あり、道路が陥没している箇所

がありますので通行の際には

十分に気をつけてください。 



■医療機関での受診・窓口負担 

１．被保険者証を紛失された方または緊急で受診が必要な方へ 
 ・被災地（注）の住民であった方は、氏名、生年月日等を 

申し出るだけで医療機関を受診することができます。 

 ・公費負担医療も手帳等の提示なしに受診できます。 

 ※なお、国民健康保険に加入されている方は保健福祉課 

（観月台文化センター）にて即時の再発行が可能です。 

２．被災地（注）の住民であった方で、次の場合には医療機 

関に申し立てることで窓口負担の支払いは猶予または免除 

されます  
   
 
 
 
 
 
 
 
  
注：今回の地震において国見町は被災地に該当します。 
  なお、後日保険者（国民健康保険に加入されている方は国見 

町）より確認をする場合があります。 

※介護保険利用料についても主たる生計維持者が業務を廃 

止・休止したこと、主たる生計維持者が失職し、現在収 

入がないことを申し立てた場合、利用料の支払いが猶予 

または免除されます。 

■災害ボランティアセンターから 

「倒れたタンスを元に戻してほしい」「くずれ落

ちた瓦を片づけたい」など地震の片づけでお困りの

方のためにボランティアがお手伝いします。 

災害ボランティアセンターまでお問い合わせく

ださい。 

 ☎０９０－５３５５－６９０９ 

◆ボランティア募集中◆ 
     大人のボランティアが不足しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観月台文化センター体育館の避難所で
は、看護師の資格を持った方がボランティ
アで避難されている方の健康チェックを
しています。 
 避難所生活では、自分のプライベートを
守りながら互いにコミュニケーションを
とることが大切とのことです。 

①住宅が全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方
②主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
③主たる生計維持者が行方不明である方 
④主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方 
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 
⑥福島第１・第２原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内
退避指示の対象となっている方 

～その他の情報～ 

災害対策本部 
●「り災証明書」 

発行については、観月台文

化センターで受付していま

す。（印鑑を持参してください。）

●「被災者生活再建支援制度説

明会」 

詳しい情報が入りしだい開

催しますので、もうしばらく

お待ちください。 

 
教育委員会 
●この春東京の大学に入学する

皆さんへ 

東京にお住まいの方から、

この度の大地震で家（家庭）

が大きな被害にあわれた方に

対して、「そのような境遇にあ

る国見町の高校生等２人各々

に、１ルームの部屋を無償で

２年間貸します」と申し出が

ありました。 

・場所 東京都世田谷区等々力 

 田園都市線 等々力駅近く 

・申込締切 ４月４日（月） 

・問い合わせ 学校教育課 

 ☎５８５－２８９２ 

が ん ば ろ う  国 見


